
 

 
第４ 
 
 

府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後におい

て、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に

行うための体制の概要 
 
 

債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置（貸付けの条件の変更等）をとった後において、 

改善又は再生のための支援を適切に行うための体制 

 
○ 当組合は、貸付けの条件の変更等を行った中小企業者のお客さまの経営再建計画の進捗状況を継

続的に把握・検証し、経営再建計画の見直しの支援及び経営相談・指導等によるコンサルティン  

グ 
機能（各分野の専門家との連携を含む）の発揮や、当組合の情報機能やネットワークを活用した

支援に取り組んでおります。 
また、他金融機関、群馬県中小企業再生支援協議会、弁護士などの外部機関との連携による再

生手法を活用するため、以下のとおり体制を整備しております。 
 

区分 責任者・担当者 役 割 
審査部長 

（金融円滑化管理責任者） 
経営再建計画の見直しの策定支援及び進捗状況

等の全般の統括 
経営相談、経営指導の対応状況の統括 

 
本  部 

審査部 
（金融円滑化管理統括部） 

経営再建計画の見直しの策定支援 
関連部室・各営業店との連携 
他金融機関等との連携 
経営改善・事業再生支援の取り組み 

営業店長 
（金融円滑化管理担当者） 

経営再建計画の見直しの策定支援及び進捗管理

経営相談、経営指導の対応 

関連部室・各営業店との連携 

審査部（金融円滑化管理統括部）への報告 

 
各営業店 

営業店職員 経営再建計画の見直しの策定支援及び進捗管理

経営相談、経営指導の対応 

営業店長への報告 
 
（１）審査部（金融円滑化管理統括部）と各営業店が連携して、実現性の高い経営再建計画の策定支援

とその後のフォローアップを行なっております。 

 
（２）審査部（金融円滑化管理統括部）と各営業店が連携して、中小企業再生支援協議会等や外部コン

サルタントを活用し経営改善・事業再生支援の取組みを行なっております。 
 
 




